
（総  則） 

第1条  受注者は、頭書の定めるところにより、この契約を誠実に履行し

なければならない。 

２  受注者は、発注者が提示した仕様書等により明示しない事項であって

も、供給上必要かくべからざる事項については、契約金額を変更するこ

となく当然履行する義務があるものとする。                  

（物件の納入及び検査） 

第2条  受注者は、頭書物品をこの契約に定める期限までに、定められた

場所に持参して発注者に引き渡し、発注者は、その日から 10 日以内に

検査するものとする。 

２  前項の検査において、発注者が必要と認めるときは納入物品の一部を

分解し又は分析することができる。この場合において、分解又は分析に

要した費用及び分解又は分析の結果生じた物品のき損、減量等による損

害は、すべて受注者の負担とする。 

３  発注者が必要と認めたときは、物品の製作中に検査人を常時又は随時

に派遣して検査させ、又は指示をさせることができる。 

４  発注者が検査の結果頭書の仕様等契約に定めた事項に適合しないと

認めるときは、受注者は、発注者の指定する期限内に物品を取り替え、

又は修理その他の補足をしなければならない。 

（物品の受渡しと所有権の移転） 

第3条  物品の受渡しは、発注者の検査修了と同時に完了する。 

２  物品の所有権は、物品の受渡しがあった時に受注者から発注者に移転

する。 

３  発注者は、物品の納入後受渡し完了まで納入物品について善良な管理

を行なうものとする。 

４  物品の納入後受渡し完了までの間における発注者の責に帰さない事

由による物品のき損等は、受注者の負担とする。 

（減価採用） 

第4条  発注者は、検査の結果、納入物品の一部にきず等がある場合にお

いて、使用上支障がないと認めるときは、相当額を減額して採用するこ

とができる。この場合において、受注者は、これに対して異議を申し立

てることはできないものとする。 

（完納前の使用） 

第 5 条  発注者は、完納前においても、既納の検査済合格品については、

使用することができる。 

（契約の変更等） 

第 6 条 発注者は、必要がある場合には、受注者と協議してこの契約の全

部又は一部を解除し、若しくは変更し、又はその履行を中止させること

ができる。 

（代金の支払い） 

第7条  発注者は、物品の受渡し後、受注者から適当な支払請求書を受理

した日から30日以内に代金を支払うものとする。 

（契約保証金の還付） 

第8条  発注者は、この契約の債務履行を担保する必要がなくなったとき

は、受注者に契約保証金を還付する。ただし、その契約保証金には利子

を付さないものとする。 

（権利義務の譲渡禁止） 

第9条  受注者は、この契約に関する権利義務を発注者の承認なく他人に

譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（履行期限遅延の違約金） 

第 10 条  受注者が期限内にこの契約を履行しないときは、遅延日数に応

じ、未納部分の代金に、当該契約を締結した日における政府契約の支払

遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項に

規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を違約金として

徴収する。 

２  前項の違約金は、支払代金又は契約保証金から控除する。 

３ 発注者の責に帰すべき理由により第７条の規定による代金の支払い

が遅れた場合においては、受注者は、遅延日数に応じ、未受領金額につ

き、当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する

法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項に規定する財務大臣が

決定する率を乗じて計算した金額の遅延利息の支払いを発注者に請求

することができる。 

（契約解除） 

第 11 条  発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、催告する

ことなくこの契約を解除することができる。この場合において、受注者

に損害を与えても、発注者はその賠償の責めを負わない。 

(1) 期限内に契約を履行せず、又は履行の見込みがないと発注者が認め

るとき。 

(2) 契約の履行に際し、不正な行為があったとき、又は市職員に従わず、

又はその執行を妨害したとき。 

(3) この契約に定める条項に違反したとき。 

(4) 契約者としての資格を欠いたとき。 

(5) 発注者に対し、不法行為（故意又は、重大な過失に限る。）を行っ

たとき。 

(6) 市の登録業者として不適当と認められる行為があったとき。 

(7) 国税、地方税その他公課の滞納処分を受け、又は、強制執行を受け

るおそれがあり、そのことによりこの契約を完全に履行する見込みが

ないと認められるとき。  

(8) 北九州市契約規則に違反したとき。 

(9) 受注者から契約解除の申出があったとき。 

２  前項の規定によりこの契約を解除したときは、契約保証金は、発注者

に帰属する。ただし、契約保証金の納付がないときは、受注者は契約金

額の100分の5に相当する金額を違約金として発注者に納付しなければ

ならない。 

３  受注者が、この契約に定める条項に違反した場合で、契約を解除する

までに至らなかったときにおいて、発注者は、受注者に支払うべき支払

代金を減額して支払うことができる。この場合における減額の割合につ

いては、発注者の認定によるものとし、受注者はこれに異議を申し立て

ないものとする。 

（暴力団関与の場合の解除権） 

第12条 発注者は、受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは､催

告をすることなくこの契約を解除することができる｡この場合において、

解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを

負わないものとする。 

(1)  役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に

関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店

又は常時物品等供給契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質

的に関与している者をいう。以下この項において同じ。）が暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条

第6号に規定する暴力団員（以下この項において「暴力団員」という。）

であると認められるとき。 

(2) 役員等又は使用人が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る

目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下この項において同じ。）又は暴力団員を利用するなどしてい

ると認められるとき。 

(3) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、

又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営

に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当

に利用するなどしていると認められるとき。 

(5) 役員等又は使用人が暴力団又は暴力団員と密接な交際を有し、又は

社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

(6)  暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用し

ているとき。 

(7) 資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第１

号から第６号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と

契約を締結したと認められるとき。 

(8)  受注者が、第１号から第６号までのいずれかに該当する者を資材、

原材料の購入契約その他の契約の相        

手方としていた場合（第７号に該当する場合を除く。）に、発注者が受

注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったと

き。 

２ 前項の規定により発注者がこの契約を解除した場合は、受注者は契約

金額の１０分の１に相当する金額を違約金として発注者に納付しなけ

ればならない。 

３ 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供

が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約

金に充当することができる。 

（談合その他不正行為の場合の解除権） 



第 13 条 発注者は、受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員

を含む。第15条において同じ。）又は受注者の使用人（支店若しくは営

業所（常時物品等供給契約を締結する事務所をいう。）を代表する者で

役員を除く。第15条において同じ。）がこの契約に関し次の各号のいず

れかに該当するときは、催告をすることなく契約を解除することができ

る。 

(1) 刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は第１９８条の 規

定による刑が確定したとき。  

(2) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律

第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条、第６条又は第１９

条の規定に違反したことに対する同法第４９条に規定する排除措置

命令（排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第６２条

第１項に規定する納付命令）が確定したとき。 

（損害賠償責任） 

第 14 条  受注者は、その責めに帰する理由により、契約履行に関し発注

者（発注者の財物を含む。）に損害を与えたときは、発注者に対して損

害賠償の責めに任ずるものとする。 

２  受注者は、その責めに帰する理由により、契約履行に関して第三者（発

注者の職員を含む。）の身体又は財物に損害を与えたときは、その損害

を賠償しなければならない。 

（談合等に伴う損害賠償） 

第15条 受注者は、受注者又は受注者の使用人がこの契約に関し第13条

各号のいずれかに該当したときは、同条の規定による契約の解除の有無

又は業務の完了の有無にかかわらず、発注者に対する損害賠償として契

約金額の１０分の１に相当する額を支払わなければならない。 

２ 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する損害賠償の

額を超える場合においては、当該超過分について発注者が受注者に請求

することを妨げるものではない。 

３ 第１2条第３項の規定は、第１項の賠償金（第13条の規定による解除

があった場合に限る。）について準用する。 

（秘密の保持） 

第 16 条  受注者は、この契約の履行上知り得た秘密を他にもらしてはな

らない。 

（特許権等の使用） 

第 17 条  受注者は、契約の履行を行うに当たり、特許権その他第三者の

権利の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する

一切の責任を負わなければならない。 

 

２ 受注者は、受注者が従来から著作権を有する著作物について、発注者

及び発注者から許諾を得た者に対し、利用を許諾するものとする。 

３ 受注者は、成果品の著作物（受注者が従来から著作権を有する著作物

を含む。）に関し、発注者及び発注者から許諾を得た者に対し、著作者

人格権を行使しないものとし、次に掲げる事項について同意するものと

する。 

５ 受注者は、成果品の作成において、第三者が創作した著作物を利用す

る場合には、当該第三者から、当該著作物に関し、第３項に規定する同

意を書面で得るものとする。 

６ 第４項及び第５項の書面の取得に要する費用は、受注者の負担とし、

受注者は、当該書面を成果品とともに納品しなければならないものとす

る。 

７ 第４項及び第５項の著作物の利用に関して、発注者又は発注者から許

諾を得た者と第三者との間で紛争が生じたときは、受注者が責任を持っ

て解決するものとする。 

（契約不適合責任） 

第19条 発注者は、頭書の契約不適合責任の担保期間（成果品が種類又は

品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保

すべき責任の期間）内に、その不適合を発見したときは、受注者に1年

以内に通知して、成果品の補正、代替物の引き渡し又は不足分の引き渡

しによる履行の追完を請求することができる。 

２ 前項の規定により、履行の追完を請求した場合において、発注者が相

当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発

注者がこれを行い、受注者にその費用を請求するものとする。 

３ 成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけ

るその不適合により発注者が損害を受けた時は、受注者は、その損害を

賠償しなければならない。 

４ 前３項の規定にかかわらず、契約不適合責任の担保について仕様書で

特段の定めをした場合は、その仕様書の定めるところによる。  

（個人情報の保護） 

第 20 条 受注者は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号。以下「法」という。）第２条第１項で定義する個人情

報をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約の業務の実

施（処理）に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、

個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

２ 受注者は、この契約の業務の実施（処理）により知り得た個人情報の

漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要

かつ適切な措置を講じなければならない。 

３ 受注者は、この契約の業務を実施（処理）するために個人情報を取得

する場合は、法第２０条に基づき、偽りその他不正な手段により取得し

てはならず、また、法第１８条に基づき、あらかじめ本人の同意を得ず 

にその業務の目的の達成のために必要な範囲を超えて、個人情報を取り

扱ってはならない。 

４ 受注者は、この契約の業務の実施（処理）により知り得た個人情報の

内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

５ 受注者は、この契約の業務を実施（処理）するに当たって個人情報が

記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものを、発注者の

承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

６ 受注者は、この契約の業務の実施（処理）上得た個人情報が記録され

た文書、磁気ディスクその他これらに類するものについて、業務完了後

直ちに発注者に返却するか又は発注者の立会いのもとに廃棄しなけれ

ばならない。 

７ 受注者は、この契約の業務の従事者に対し、法第１７６条及び第１８

０条に定める罰則の適用について周知するとともに、個人情報の漏えい

防止等個人情報の保護に関し必要な事項の周知を徹底させなければな

らない。 

８ 受注者は、個人情報に関し事故が発生したとき又は発生するおそれの

あることを知ったときは、速やかに発注者に報告しなければならない。 

（その他） 

第 21 条 この契約に関し、定めのない事項及びこの契約について疑義が

生じたときは、北九州市契約規則によるほか必要に応じて発注者と受注

者とが協議のうえ定めるものとし、2 回以上協議してなお協議が整わな

いときは発注者の定めるところによる。 

第22条 この契約の締結に係る費用は、受注者の負担とする。 

（著作権の譲渡等） 

第18条 受注者は、受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を

除き、成果品の著作物に関する全ての著作権（著作権法第２７条及び第

２８条に規定する権利を含む。）を成果品の納品と同時に発注者に譲渡

するものとする。 

(1) 発注者及び発注者から許諾を得た者が、成果品の著作物を任意に改

変すること。 

(2) 発注者及び発注者から許諾を得た者が、成果品の著作物を任意の時

期に公表すること。 

(3) 発注者及び発注者から許諾を得た者が、成果品の著作物を任意の氏

名で発表すること。 

４ 受注者は、成果品の作成において、第三者が従来から著作権を有する

著作物を利用する場合には、当該第三者から、当該著作物に関し、発注

者及び発注者から許諾を得た者に対する利用許諾を書面で得るものとす

る。 


